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  令和 3 年度 事業計画 

 

Ⅰ スポーツ活動普及事業                 〔事業費 4,445 千円〕 

愛媛県民が広くスポーツについての理解と関心を深め、積極的にスポーツをする

意欲を高揚させ、地域・職場及び家庭において生活の実情に即してスポーツするこ

とができる機会を提供するため、愛媛県や県内各市町とのより深い連携・協調のも

と、スポーツ活動の普及に取り組む。 

 

１ 指導者派遣事業 

（１）生涯スポーツの普及振興のため、県内各市町及び公民館等からの要請に応じ

て指導員を派遣し、子どもからお年寄りまで手軽にできるニュースポーツ等を

紹介して、普及・定着・組織化を推進することにより、スポーツ人口の拡大を

図る。 

また、地域(市・町・職域、学校等)からの要請に応じて、健康づくりに関す

る講義や実技、体力テストなどを実施し、県民の健康増進を図る。 

（２）運動神経がＵＰする体操教室  

県内の幼稚園等の要望に応じて指導員を派遣し、幼児期に発達する神経系機

能の向上を目的とした教室を開催する。幼児期にスポーツや運動の基礎となる

多様な動きを体験、習得させることによって、スポーツ人口の底辺拡大を図る。 

開催時期 通年 

開催場所 県内の保育園、幼稚園 

対  象 県内の保育園、幼稚園の園児、教職員 

予定回数  10 回程度 

２ トップアスリートスポーツ教室 開催事業 

青少年に国内トップレベルの競技者と直接ふれあう機会を提供することにより、

スポーツへの関心を高め競技実施の動機づけを図るため、県内の総合型地域スポ

ーツクラブや競技団体等と連携し、国際大会や全日本大会等で活躍したトップア

スリート等を講師に招聘してスポーツ教室を開催する。 

実施時期 11 月（年１回） 

開催場所 愛媛県総合運動公園 （以下「県総合運動公園」と省略） 

開催予定種目 テニス、バレーボール、卓球 等 

対  象 一般県民（小・中学生、高校生、大学生、一般、高齢者） 

参加者数 150 人程度 

３ えひめニュースポーツ交流会 開催事業 

未経験者も気軽に参加できるニュースポーツ種目を紹介し、体験できる交流会

を実施してスポーツへの興味・関心を高めるとともに、日頃スポーツや運動に親

しむ機会の少ない県民にもスポーツを通した健康づくり・体力づくりを啓発する。 

実施時期 ２月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園  

開催予定種目 ニュースポーツ  

対  象 一般県民（小・中学生、高校生、大学生、一般、高齢者） 

参加者数 150 人程度 
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４ スポ－ツ用具 無料貸出事業 

地域・職域等のグル－プ及び団体等からの要請に応じて、事業団所有のニュー

スポ－ツや体力テストの用具等を無料で貸し出し、スポーツの普及振興を図る。 

(貸出用具) 

ニュースポ－ツ用具、オリエンテ－リング用具、体力テスト用具、ゼッケン等 

５ スポーツイベント誘致促進事業 

東京オリンピック・パラリンピックの開催予定を契機とするスポーツ大会やス

ポーツ合宿等の誘致活動が行われるほか、本県においては 2017 年えひめ国体のレ

ガシーを活かした全県的なスポーツ施設の整備が進んでおり、県内へのスポーツ

イベント誘致の好機となっている。 

この機会をとらえ、国際的・全国的スポーツイベントを県民に提供することで

スポーツへの一層の理解や振興を図るため、愛媛県と協調し、原則として新規の

国際的・全国的スポーツイベントの誘致を支援する。 

・支援対象経費  スポーツイベントの開催に要する経費 

・支援対象    国際的・全国的スポーツイベント 

・支援割合    対象経費の１/６以内（上限 100 万円） 

      

Ⅱ 運動公園事業                    〔事業費 10,081 千円〕 

１ スポ－ツ教室 開催事業（通年） 

県民にスポーツを体験する場を提供し、スポーツへの参加意欲高揚を図るため、

県総合運動公園の各施設を利用して、次のスポーツ教室を開催する。 

また、子育て中の女性の参加が見込まれる教室については、参加者の利便向上

のため、シルバー人材センターと連携して、託児サービスを実施する。 

（１）スポーツ教室 

令和３年度 愛媛県総合運動公園で開催するスポーツ教室（24 教室３期） 

種別 教 室 名 定 員 回 数 曜 日 開催期間 時 間 

昼

間(

午

前)
 

 

初級テニス 

（火曜コース） 

各 40 人 

10 回 

火曜日 

４月～７月 

10:00～12:00 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

初級テニス 

（水曜コース） 

10 回 

水曜日 

４月～７月 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

初級テニス 

（木曜コース） 

10 回 

木曜日 

４月～７月 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
バドミントン 

各 30 人 

10 回 

水曜日 

４月～７月 

10:00～12:00 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称・曜日変更】 
レクリエーション 
バレーボール 

各 30 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

10:00～12:00 10 回  ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
フラダンス 

各 20 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 
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【名称変更】 

ピラティス 
各 20 人 

10 回 

水曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

ＺＵＭＢＡ® 各 30 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

えひめ愛ヨーガ 各 20 人 

10 回 

火曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

筋トレ＆リラクゼーション
ストレッチ 

各 30 人 

10 回 

火曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

はじめての太極拳 各 20 人 

10 回 

木曜日 

４月～７月 

10:00～11:30 10 回 9 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

昼

間(

午

後)
 

【曜日変更】 

初級午後テニス 

（火曜コース）  
各 30 人 

10 回 

火曜日 

４月～７月 

13:00～15:00 

10 回 9 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

【曜日変更】 

初級午後テニス 

（木曜コース） 

10 回 

木曜日 

４月～７月 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 

卓球 
各 30 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

13:30～15:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

リズム体操＆ストレッチ 各 20 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

13:30～15:00 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

ラケットテニス 各 30 人 

10 回 

水曜日 

４月～７月 

13:30～15:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【時間変更】 
午後フラダンス 

各 20 人 

10 回 

木曜日 

４月～７月 

13:30～15:00 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

夜 

間 

【名称変更】 
夜間バドミントン 

各 30 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

19:00～21:00 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
夜間卓球 

各 30 人 

10 回 

水曜日 

１月～３月 

19:00～21:00 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
初級夜間テニス 

（月曜コース） 
各 30 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

19:00～21:00 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
初級夜間テニス 

（水曜コース） 

10 回 

水曜日 

４月～７月 

10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

夜間シェイプアップ・ 
エアロビクス 

各 20 人 

10 回 

月曜日 

４月～７月 

19:00～20:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

【名称変更】 
夜間ＺＵＭＢＡ® 

各 30 人 
10 回 

金曜日 
４月～７月 

19:00～20:30 
10 回 ９月～12 月 
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10 回 １月～３月 

夜間リフレッシュヨガ 各 20 人 

10 回 

金曜日 

４月～７月 

19:00～20:30 10 回 ９月～12 月 

10 回 １月～３月 

（２）スポーツ教室・体験フェスタ 

県民がスポーツをライフスタイルに組み込む際の選択肢を増やすため、県総合

運動公園で開催する様々なスポーツ教室を１日で体験できる機会を提供する。 

開催時期 ７月、11 月、３月（年３回）  

開催場所 体育館、会議室など 

開催予定種目 バドミントン、レクリエーションバレーボール、エアロ

ビクス、ピラティス、ヨーガ、太極拳、筋トレ &リラクゼ

ーションストレッチ等 

対  象 教室参加者、一般 

参加者数 延べ 200 人程度 

（３）ミニスポーツ教室 等 

① ミニスポーツ教室 

スポーツ教室を開催していない夏休み、冬休み中などにスポーツを親しむ

機会を提供することを目的に、小・中学生を主対象とした短期間の教室を開

催する。また、日ごろスポーツ活動を行っていない人を対象として、スポー

ツの日常化への動機づけとなるよう、気軽に参加できる１日で終わるスポー

ツ教室(テニス、かんたんストレッチ、健康づくり、レクバレーなど)を開催

する。 

開催時期 通年 

開催場所 体育館、陸上競技場、テニスコートなど 

対  象 一般、学生、小・中学生、未就学児 

参加者数 延べ 720 人程度（40 回程度） 

② 親と子のふれあいタイム 

親と子のふれあいを育む場所と機会を提供できるよう、NPO 法人等と連携を

図り、県総合運動公園の機能を利用した森のようちえんの開催や、赤ちゃん

とふれ愛タイム（ベビーマッサージ、ハイハイレース）等のミニ教室を開催

し、施設の PR を行い、利用促進を図る。 

開催時期 通年 

開催場所 体育館、キャンプ場など 

対  象 未就学児 

参加者数 延べ 1,200 人程度（40 回程度） 

   

２ スポーツ大会 開催事業 

県総合運動公園で開催しているスポーツ教室修了者が継続してスポーツ活動を

行う機会を提供し、相互の交流やコミュニケーションを図ることにより、スポー

ツ活動の組織化・継続化を促進するとともに、教室参加者に実践活動の場を提供

することにより、技能修得の確認の機会を提供するため、県総合運動公園の施設
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においてスポーツ大会を開催する。 

（１） ふれあいスポーツ大会 

① たなばた大会 

開催種目 テニス、レクリエーションバレーボール、卓球 

開催時期 ６月～７月（各種目１回） 

開催場所 体育館、補助体育館 

対  象 スポーツ教室の受講生と修了生 

参加者数 300 人程度 

② クリスマス大会 

開催種目 テニス、レクリエーションバレーボール、卓球 

開催時期 11 月～12 月（各種目１回） 

開催場所 体育館、補助体育館 

対  象 スポーツ教室の受講生と修了生 

参加者数 300 人程度 

（２）県民体力向上及び交流事業 

① 県民体力測定チャレンジ（全国統一かけっこチャレンジ） 

県民の体力の指標として体力測定の項目のうちのかけっこに重点を置き、

こどもから大人までだれでも参加できる、かけっこタイムトライアル等を開

催する。 

開催時期 11 月（年１回） 

開催場所 陸上競技場など 

対  象 子どもから一般 

参加者数 150 人程度 

（３）県立三施設ネットワークの強化事業 

令和２年度から設立された県立三施設ネットワーク協議会の２施設（えひめ

こどもの城、とべ動物園）と相互の連携を図りながら、エリア全体での活性化

に協力する。 

① 第１回とべもりオリエンテーリング大会 

 県立三施設をまたいで県が整備するオリエンテーリングパーマネントコー

スの活用を図る。また、県総合運動公園を発着として、とべ動物園・えひめ

こどもの城を含む“とべもり”エリア内でオリエンテーリング大会を実施す

る。 

開催時期 11 月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園、とべ動物園、えひめこどもの城など 

対  象 子どもから一般 

参加者数 100 人程度 

② ふれあい健康ウォーキング 

県総合運動公園と隣接するとべ動物園、えひめこどもの城との共催で県有施

設相互の連携を図り、それぞれの施設ＰＲを行い、利用促進を図るとともに、

意識高揚を図ることを目的に開催する。 

開催時期 ９月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園、とべ動物園、えひめこどもの城など 

対  象 小学生以上 
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参加者数 60 人程度 

Ⅲ 武道館事業                       〔事業費 7,065千円〕 

指定管理者として武道館が行う業務のうち「スポーツ行事の実施」「スポーツ情報

の収集・提供」「体力の保持増進に関する相談」「施設の提供」などの事業について、

これらを円滑に推進し、各種スポーツの振興・武道館の利用促進を図る。 

 

１ スポーツ・レクリエーション教室等 開催事業 

だれもが日常的にスポーツに親しめる機会を提供することを目的に、スポーツ・

レクリエーション教室を開催する。初心者や運動が苦手な方も参加しやすい環境

づくりに努め、新規利用者の拡大とリピーターの確保を図る。 

また、若年主婦の参加が見込まれる教室については、子育て支援の観点から、

シルバー人材センターと連携して、託児サービスを実施する。 

 

（１）スポーツ・レクリエーション教室 

3 か月を 1 区切り（10 回程度）として年 4 期開催する。10 教室を次のとおり開

催する。 

令和３年度 愛媛県武道館で開催するスポーツ・レクリエーション教室 

  教 室 名 定員 回数 曜日 開催期間 時 間 

午 
 

前 

ストレッチ体操 各期30人 10 回 火 4 期（4～3 月） 10：00～11：30 

ハワイアンフラ 各期30人 10 回 水 4 期（4～3 月） 10：00～11：00 

えひめ愛ヨーガ 各期30人 10 回 木 4 期（4～3 月） 10：00～11：30 

レクリエーションバレーボール 各期30人 10 回 金 4 期（4～3 月） 10：00～12：00 

午 
 

後 

太極拳 
入門クラス 

各期40人 10 回 水 4 期（4～3 月） 13：00～14：30 
中級クラス 

卓 球 
入門クラス 

各期40人 10 回 水 4 期（4～3 月） 13：30～15：30 
中級クラス 

ダンベル＆バランスボール 各期20人 10 回 木 4 期（4～3 月） 13：30～15：00 

夜 
 

間 

パンチ＆キックエクササイズ 各期30人 10 回 火 4 期（4～3 月） 19：30～21：00 

リフレッシュヨガ 各期30人 10 回 水 4 期（4～3 月） 19：30～21：00 

バドミントン 

ジュニアクラス 

各期60人 10 回 木 4 期（4～2 月） 19：00～21：00 入門クラス 

中級クラス 

（２）ミニ・スポーツレクリエーション教室など 

愛媛県武道館の施設を利用した気軽に参加できる短期及び１日のみの教室を開

催する。 

①ミニ・スポーツレクリエーション教室 

  空き施設を利用して健康づくり、卓球、バドミントン、レクリエーション

バレーボール、ニュースポーツなどの講習会ならびに短期の教室を適時開催

する。 
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② 運動神経がＵＰする体操教室（幼児対象） 

幼児を対象にして、スポーツや運動に必要な基本的な動きの習得や幼児期

に急速に発達する神経系機能の向上を目的とした体操教室を開催する。 

開催時期 通年（年 6 回） 

開催場所 柔道場 

対  象 幼 児 

参加者数 幼 児 各回 50 人程度 

 

③ 運動神経がＵＰする体操教室（小学校低学年対象） 

 （名称変更：旧 ボール de 運動神経がＵＰする体操教室） 

小学校低学年の児童を対象に、ボールを使った神経系機能の向上を促す運

動を行い、スポーツや運動に必要な基本的な動きや体力を身につけるための

教室を開催する。 

開催時期 通年（年 3 回） 

開催場所 主道場 

対  象 小学校低学年の児童 

参加者数 小学校低学年の児童 各回 40 人程度 

 

④ 親子健康づくり教室 

親子を対象に、運動指導や栄養学指導を行う教室を年 2 回開催する。 

開催時期 ９月、１月 

開催場所 柔道場 

対  象 親子 

参加者数 各回 30 組程度 

  

⑤ トレーニングサポート教室 

 トレーニング室の利用促進と初心者の定着率向上を図るため、個別に適切

なトレーニング方法とトレーニング機器の取り扱い方法について指導する。  

開催時期 通年 

開催場所 トレーニング室 

対  象 高校生以上（個人） 

参加者数 100 人程度 

  

２ スポーツ大会等の開催事業 

（１）レクリエーションバレーボール大会 

武道館を利用しているグループ等を対象に、相互交流や施設の利用促進を図る

ためレクリエーションバレーボール大会を年３回開催する。 

開催時期 ６月、11 月、３月 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室受講生、武道館利用者 

参加者数 各回 24 チーム（360 人程度） 
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（２）卓球大会 

武道館及び県総合運動公園スポーツ・レクリエーション教室の受講生と修了生

との交流やコミュニケーションの場を提供するとともに、スポーツ活動の定着･継

続化の促進、リピーターの確保を図るため、卓球大会を年３回開催する。 

開催時期 ５月、10 月、２月 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室受講生、武道館利用者 

参加者数 各回 90 組（180 人程度） 

（３）バドミントン大会 

武道館及び県総合運動公園スポーツ・レクリエーション教室の受講生と修了生

との交流やコミュニケーションの場を提供するとともに、スポーツ活動の定着･継

続化の促進、リピーターの確保を図るためバドミントン大会を年１回開催する。 

開催時期 １月 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室受講生、武道館利用者 

参加者数 40 組（80 人程度） 

（４）愛媛県武道館スポ・レク教室 合同体験会 

愛媛県武道館で開催しているスポーツ・レクリエーション教室を無料で気軽に

体験できるイベントを年１回開催する。 

開催時期 ９月頃 

開催場所 主・柔・剣・副道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室受講生、武道館利用者 

参加者数 100 人程度 

３ 武道普及事業 

（１）鏡開き式 

武道愛好者の意識高揚や武道の普及振興を図るため、新春に武道団体が一堂に

会して、各武道の演武披露、稽古始めを内容とする「鏡開き式」を開催する。 

開 催 日 令和４年１月９日（日） 

開催場所 主道場など 

対  象 武道関係者、一般 

参加者数 1,700 人程度 

（２）武道体験フェスタ 

各武道団体の指導者が、主に武道未経験者や武道に興味を持つ小・中学生等に

武道の楽しさを味わってもらうため、初心者にわかりやすく武道を紹介・指導す

る場を提供し、武道の普及・振興を図る。 

開 催 日 令和３年 10 月 10 日（日） 

開催場所 主道場、柔道場 

対  象 幼児、小学生、中学生、高校生、一般 

参加者数 500 人程度 
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（３）親子武道体験教室 

小学生と保護者を対象に、礼儀作法や簡単な武道の基本動作を体験する武道の

教室を年 8 回程度開催する。 

開催種目 柔道、剣道、空手道、相撲、少林寺拳法、銃剣道 

なぎなた、合気道 以上 8 種目 

開催時期 8 月～2 月 

開催場所 柔道場、剣道場 

対  象 親子 

参加者数 各回 30 組程度 

（４）一般向け武道体験教室 

一般の方を対象に武道の基本動作を体験し、護身や生きがいづくりに役立てる

教室を年 3 回程度開催する。 

開催種目 合気道、杖道、居合道 

開催時期 6 月～12 月 

開催場所 柔道場、副道場など 

対  象 一般 

参加者数 各回 10 人程度 

４ ジュニア技術向上事業 

日本武道館の補助を受けて、「地方青少年武道錬成大会」及び「地域社会武道指導

者研修会」を開催し、ジュニアの技術向上と指導者の資質向上を図る。 

（１）地方青少年武道錬成大会 

① 銃剣道 

開催時期 令和３年７月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

開催場所 副道場 

内  容 銃剣道の錬成大会 

基本技能の習得、稽古方法の伝達など 

参加者数 65 人程度 

（２）地域社会武道指導者研修会 

① 合気道 

開催時期 令和３年 10 月 23 日～24 日（日） 

開催場所 柔道場 

内  容 合気道指導者の研修会 

指導力・競技力の向上 

参加者数 120 人程度 

② 弓 道 

開催時期 令和３年 11 月 27 日（土）～28 日（日） 

開催場所 愛媛県総合運動公園 弓道場 

内  容 弓道指導者の研修会 

指導力・競技力の向上 

参加者数 50 人程度 
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Ⅳ．運動公園管理運営事業                〔事業費 244,985 千円〕 

大学対抗テニス王座決定試合、国際ジュニアテニス、Ｕ-16・Ｕ18ＪＯＣジュニア

オリンピックカップ等の全国規模の大会の開催が予定されている。 

指定管理者として、これまでに培った実績・経験を活かし、これらの大会・イベン

トが円滑に開催できるよう調整を図りながら管理運営を実施する。管理運営コストの

縮減を図り、効率的な運営を実現する。 

また、とべ動物園・こどもの城との３施設連携による事業も本格的に実施されるこ

とから、県や周辺施設との連携を深め一体的な利用促進を図る。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底し、利用者に安全安心な施設

を提供するため、環境の整備を図る。 

 

１ 基本方針 

愛媛県の公共スポーツ施設として、「設置目的に沿った環境改善と機能等の一層

の発揮」「利用満足度の向上と平等な利用の確保」「ニーズに応える新たな取り組

みとノウハウを活かした収支改善[効果的・効率的運営]」「利用者の安全と事故防

止への確実な取組」「県等との密接な連携と施策への積極的な協力」の指定管理基

本方針の下、県総合運動公園の各施設を活用したスポーツ・レクリエーションの

振興を図るとともに、公平なサービスの提供、効率的かつ効果的な管理運営を行

う。 

（１）設置目的に沿った環境改善と機能等の一層の発揮 

県総合運動公園の機能や快適な利用環境を充分に活かし、新たなスポーツや

障がい者スポーツの普及・振興・促進を図るとともに、レクリエーションの活

動や交流の場づくり、NPO と協働した自主事業の促進、民間等と連携した積極的

な情報発信の強化と魅力向上を進める。また、防災拠点としての体制整備と緊

急時の対応に備える。 

（２）利用満足度の向上と平等な利用の確保 

これまで以上に質の高いサービスや公平・公正で平等な利用機会の提供を図

り、利用者のアンケートや利用団体からのヒアリング等により意見を聴取し、

利用しやすく快適な利用環境の確保と利用満足度の一層の向上を図る。 

（３）ニーズに応える新たな取り組みとノウハウを活かした収支改善[効果的・効率

的運営] 

外部組織によるモニタリングや提案もふまえ、県民ニーズに応える新たな自

主事業や各種イベントの開催、スポーツ合宿の誘致も含めた部活動の積極的な

受入れや NPO 法人と協働した多様な事業の展開（ボランティアの活用）により、

稼働率の向上を図る。 

また、管理体制のスリム化とマルチジョブによる職員配置の合理化や天然芝

等の直接管理により施設を維持し、経費の縮減を図る。 

非常時等に武道館と県総合運動公園両施設への相互応援体制を構築するため、 

両施設における運営業務の研修を行うことにより、職員のスキルアップを図る 

とともに、充実した管理運営体制を整える。 
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（４）利用者の安全と事故防止への確実な取組 

適切な法定点検と職員による自主点検をより一層強化し、利用団体と連携し

た事故防止を図り、施設の安全管理の徹底、個人情報の保護など、安心して利

用できる環境を構築し、県民に親しまれ、愛される公園を実現する。また、危

機管理マニュアルを整備・遵守し、職員訓練・研修を実施するなど、安心して

利用できる環境整備に努める。また、個人情報の管理について、情報漏えいの

防止徹底に努める。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じ、安全な施設、環境を

提供する。 

（５）県等との密接な連携と施策への積極的な協力 

「スポーツ立県えひめ」の実現に協力し、県・県スポーツ協会・競技団体な

どが行う競技力向上、アスリート発掘等事業の施設優先確保、利用料金減免、

利用時間の延長など積極的な協力を行う。 

「えひめ広域スポーツセンター」と連携した地域活性化支援や子育て支援、

障がい者の自立支援など国・県の施策へ協力する。 

愛媛 FC などのプロスポーツ支援に協力するとともに、大規模大会や合宿誘致

への協力を行う。 

２ 管理運営の実施計画 

上記基本方針に基づき管理運営を推進することとし、令和３年度については、

次のとおりの実施計画により実施する。 

（１）体育施設の適正な管理・供用 

各体育施設については、適正な管理に努め快適で利用しやすい環境の維持・

充実を図るとともに、公平公正な利用の確保に配慮した一層のサービスの提供

に努める。 

（重点取組事項） 

・利用者サービスの向上、また、ホームページ等を活用した適切な情報提供 

・公園内の案内等掲示の充実 

   ・大規模大会等の円滑な運営、次年度以降の大会誘致 

   ・職員による天然芝の直接管理（陸上競技場、補助競技場、球技場、多目的広

場、相撲場） 

また、次の基幹施設には、利用者の利便性・サービスの向上を図るため窓口

に職員を常駐させ、受付等の業務を行う中で利用者のニーズを把握する。 

（窓口常駐の施設） 

陸上競技場、体育館（補助体育館含む）、テニスコート 

なお、必要な体制を整備するとともに近隣の宿泊施設等との連携を強化し、

スポーツ合宿誘致に向けた活動を強化する。 

（２）公園機能の改善・充実 

都市公園の機能発揮のために整備されたキャンプ場、こども広場、中央広場等

の施設については、良好な環境を維持し、県民の健康増進や余暇活動・憩いの場

としてより一層親しまれる施設を目指す。 

（重点取組事項） 
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・第三者組織による運動公園への意見聴取・評価体制を確立する 

・大規模災害に備え、災害時の広域防災拠点施設としての機能を果たせる体制を

整備 

・テロ対策愛媛パートナーシップ推進会議への協力 

（災害時の県総合運動公園の位置づけ） 

国中央防災会議------ 地域防災計画における広域物資拠点及び活動拠点 

愛媛県地域防災計画-- 広域防災拠点 

松山市防災計画------ 指定緊急避難場所・広域避難地・ヘリコプター離着陸場 

（３）利用者の安全と事故の防止 

体育施設、キャンプ場及びこども広場等の施設とそれに付随する設備について

は、法定点検や必要に応じた点検、さらには自主点検を適宜実施することにより、

利用者の安全の確保と事故の防止に努める。 

（専門業者への点検等の委託） 

次の設備等の点検保守等について専門業者に委託 

① 常駐警備・年末年始特別警備・機械警備委託  

② 電気工作物点検業務委託      

③ 汚水処理施設維持管理業務委託 

④ 消防設備点検業務委託  

⑤ ボイラー保全点検業務委託 

⑥ 空調設備等点検委託 

⑦ 遊具保守点検業務委託 

⑧ 自動ドア点検委託 

⑨ 電光掲示盤保守点検業務委託（陸上競技場・球技場） 

⑩ 陸上競技用電子機器保守点検業務委託 

⑪ 陸上競技機器保守点検業務委託（必要に応じて実施） 

⑫ バスケットボールゴール点検（必要に応じて実施） 

⑬ エレベーター保守点検（陸上競技場・体育館・テニスコート） 

⑭ 散水ポンプ保守点検（上水・処理水） 

⑮ 建築物点検（陸上競技場メインスタンド・体育館・補助体育館） 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底） 

①社会体育施設における感染拡大予防ガイドラインの遵守 

②マスク着用・手指消毒・ソーシャルディスタンスの確保・入場時の検温など、

拡大予防措置の遵守 

③施設利用者の掌握、接触確認アプリの活用呼びかけ 

（４）園内の美観の維持 

健全な緑の空間を維持するため、樹木の剪定、散水、除草、施肥等の植栽管

理を業者に委託して行う。 

また、体育施設内及び外部の美観を維持するため、清掃等を業者に委託して

行うとともに、職員が巡回して点検・ゴミ回収を行う。 

（専門業者への植栽管理の委託） 

① 園内樹木の植栽管理業務委託 
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② 冬芝管理作業（一部）業務委託（陸上競技場） 

③ 春芝管理作業（一部）業務委託（陸上競技場） 

（専門業者等への清掃等の委託） 

① 衛生設備等清掃業務委託 

② 建物内清掃業務委託 

③ 屋外清掃委託 

④ 汚水排水管清掃業務委託 

（専門業者への廃棄物運搬処理の委託） 

① 一般廃棄物運搬処理業務委託 

② 刈草運搬処理業務委託 

③ 特別産廃処理業務委託（粗大ごみ・機密文書） 

 

Ⅴ 武道館管理運営事業                 〔事業費 196,181 千円〕 

指定管理者として、委託料と収受する施設の利用料金及び管理施設を活用した事

業の収入により、県から委託された施設の管理運営を行っている武道館について、

収益の向上、管理運営コストの縮減等を図り、利用者サービスの向上と効果的な管

理運営を適正に実施する。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底し、利用者に安全安心な施設

を提供するため、環境の整備を図る。 

 

１ 基本理念 

愛媛県の公共スポーツ施設として、「設置目的に沿った管理運営」「公平公正な

運営」「利用促進・利用者満足度の向上」「利用者の安全に配慮した管理運営」「効

果的かつ効率的な管理運営」「スポーツ立県えひめ実現への協力」の基本理念の下、

武道団体の協力も得ながら適正な管理運営を行う。 

（１）設置目的に沿った管理運営 

武道館の機能を活かして適正な施設の供用を行うとともに、設置目的にある

「県民の心身の健全な発達に寄与」するため、スポーツ・レクリエーション教

室、スポーツ大会、各種教室等のソフトウエアを提供するほか各種武道イベン

トを開催し、武道に対する意識の高揚を図る。また、トレーニング室を活用し、

体力に応じたトレーニングメニューを提供するとともに、栄養・健康生活アド

バイス表、体力診断表、トレーニングカルテを作成して、個別の体力相談を行

う。 

（２）公平・公正な運営 

公の施設の管理代行者として、特定の利益に偏ること無く公平・公正な運営

を行うとともに、透明性の確保のため、業務内容、収支状況等について、イン

ターネット等を利用した情報開示を行う。 

（３）利用促進・利用者満足度の向上 

利用者の目線に立った管理運営により、利用者ニーズを的確に把握して、利

用しやすい施設を提供するとともに、子供たちが武道をはじめとする多様なス

ポーツに参加できるスポーツ施設を目指す。 
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また、全国の武道館、関係行政機関、スポーツ団体及びイベント企画会社等

との協力・連携によるネットワークを構築し、高度な競技会・イベントの誘致

など、施設の価値を高めて利用促進と利用者サービスの向上を図る。 

① 全国都道府県立武道館協議会や県内公立武道館等との連携を図り、武道

をはじめとするスポーツ情報を積極的に収集して、情報ラウンジコーナー

などで提供するとともに、武道館ホームページの充実を図り、インターネ

ットや SNS の活用による情報提供を行う。 

② ｢武道館だより｣や年間・月間行事などイベント情報を提供する。 

③ 非常時等に武道館と県総合運動公園両施設への相互応援体制を構築するた

め、両施設における運営業務の研修を行うことにより、職員のスキルアップ

を図るとともに、充実した管理運営体制を整える。 

（４）利用者の安全に配慮した管理運営 

危機管理マニュアルを遵守し、 心肺蘇生法講習会を実施するほか、職員訓練・

AED 研修を実施するなど、安心して利用できる環境整備に努めるとともに、個人

情報の管理について、情報漏えい防止を徹底する。 

また、サーマルカメラの設置及び館内での貸出や、オゾン発生装置の常時稼

働、各種装置を用いた館内施設の換気など、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止対策の徹底を図る。 

（５）効果的かつ効率的な管理運営 

経営感覚を持った効率的な運営体制による財務体質の強化と適正な収入確保

を図り、収益を向上させるとともに、収益を県民及び管理施設に還元する。 

（６）｢スポーツ立県えひめ｣実現への協力 

スポーツ立県えひめを目指す県と連携を図り、県が掲げるスポーツの推進に

向けた県民意識の啓発、認知度の向上及び武道必修化への支援、子育て支援、

障がい者の自立支援など国・県の施策へ協力する。 

２ 維持管理の実施計画 

利用者が、常に快適に利用できるよう、施設設備・備品の点検・整備を行うと

ともに、軽微な傷みについては職員又は業者による修繕を行い、良好な状況で供

用できるよう努める。また、利用者からの要望を掌握するとともに、日常の点検

等により必要と認められる施設・設備の大規模修繕、備品補充については、県当

局に報告して計画的に実施する。 

（１）職員による定期巡回、施設・設備点検及び備品の適正管理 

（２）防火管理（防火管理者の設置・消防計画の作成・実施） 

（３）業者委託による施設・設備の維持管理 

① 警備（館内警備・駐車場警備） 

② 清掃（日常清掃・窓ガラス清掃） 

③ 廃棄物処理（一般廃棄物・産業廃棄物） 

④ 植栽管理 

⑤ 電気工作物保安管理 

⑥ 設備保守点検 
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（消防設備保守・空調設備保守・給排水衛生設備保守） 

⑦ 自動制御及び中央監視システム保守点検 

⑧ エレベーター保守点検 

⑨ 大型映像表示装置保守点検 

⑩ 建具等設備保守点検 

（舞台吊物装置保守・移動式観客席保守・ランニングウォール・ブラインド

保守・ロールスクリーン保守・遮光ルーバー保守・換気パネル保守・自動

ドア保守） 

⑪ 浮上式柔道用床転換システム保守点検 

⑫ 建築物・建築設備・防火設備法定点検 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底） 

①社会体育施設における感染拡大予防ガイドラインの遵守 

②マスク着用・手指消毒・ソーシャルディスタンスの確保・入場時の検温など、 

拡大予防措置の遵守 

③施設利用者の掌握、接触確認アプリの活用呼びかけ 

 

３ 体育施設協会に関する業務 

愛媛県内における体育施設の整備充実と適正運営について研究協議し、体育の

振興に寄与することを目的とする愛媛県体育施設協会の事務局（平成 21 年４月１

日武道館に設置）として、その業務を行う。 

（業務の内容） 

（１）協会の運営事務 

（２）各種講習会及び資格認定試験の案内 

Ⅵ えひめ広域スポーツセンター事業            〔事業費 8,187 千円〕 

近年、地域におけるスポーツ活動の中核となり、若年層から高齢者まで多様な人

員構成で、地域の学校開放施設や公共施設を拠点とし、地域が主体的に運営する総

合型地域スポーツクラブ（以下、項目以外は「総合型クラブ」と省略）の設立・育

成が国の施策として推進されている。 

愛媛県スポーツ推進計画においても、現在設立されている 31 の総合型クラブの会

員数を増やす目標を挙げ、総合型クラブの創設・育成を支援する、えひめ広域スポ

ーツセンターの役割を平成 13 年度からスポーツ振興事業において担っている。 

 

１ 情報提供事業 

（１）えひめ広域スポーツセンターホームページの運営 

えひめ広域スポーツセンターのホームページを運営し、広域スポーツセンタ

ーの事業目的や既設の総合型クラブの活動内容等を広報することで、総合型ク

ラブに対する理解促進を図る。 

（２）えひめ広域スポーツセンター情報誌の発行 

県内外の総合型クラブの活動状況や広域スポーツセンター事業の広報を行う

ため、情報誌「総合型クラブだより」を発行する。 
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２ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援 

（１）巡回指導（年 90 回） 

指導員を派遣し、設立済みの総合型クラブに経営面や事業面に関する指導、

助言など、育成支援を行うとともに、総合型クラブ未設置市町には総合型クラ

ブ創設に向けた支援を行う。 

（２）地域スポーツ教室 開催事業 

総合型クラブとしての活動支援、自主的なスポーツ活動を実施するための動

機づけとして県内に設立された総合型クラブにおいて、講師を派遣するなどモ

デル事業として、地域で住民が気軽にスポーツを体験できるスポーツ教室を開

催する。 

開催時期 通年 

開催場所 多種目、多世代、多志向のスポーツ活動が定着していない

県内の総合型クラブと共催で実施する。 

開催予定種目 ラケットテニス、テニス、バレーボール、健康体操、ヨー

ガ、エアロビクス、ニュースポーツ等、該当地域、共催ク

ラブで今まで実施していなかったスポーツ種目を行い、総

合型クラブの運営基盤強化と活動の定着化を図る。 

対  象 学生・一般・中高齢者 

参加者数 延べ 1,200 人程度（参加者 20 人×60 回） 

３ 総合型地域スポーツクラブ相互の情報交換や交流の活性化 

（１）クラブサミットの開催 

県内の総合型クラブを一堂に集め相互の総合型クラブが抱える課題や問題点

の情報交換の場を提供するとともに県外から講師を招聘し、先進事例を紹介す

るなど、総合型クラブの運営者（マネジャー）の資質向上を図り、総合型クラ

ブの活動支援とするための研修会を開催する。 

開催時期 ７月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園 会議室 

対  象 総合型クラブ関係者、一般 

参加者数 50 人程度 

（２）愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の支援 

県内の総合型クラブが相互の連携を図るため自主的に組織している、愛媛県

総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の事務局業務を行うことにより、総合型

クラブの連携や交流を促進し、各総合型クラブ活動を支援する。 

評議委員会 

開催時期 ４月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園 会議室 

対  象 総合型クラブ関係者 

参加者数 20 人程度 

理事会 

開催時期 ２月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園 会議室 
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対  象 総合型クラブ関係者 

参加者数 10 人程度 

また、四県持ち回りで開催している四国ネットワークアクション（日本スポ

ーツ協会主催）が愛媛県で開催されるため、これの運営にあたる。 

開催時期 10 月（年１回） 

開催場所 東京第一ホテル 

対  象 総合型クラブ関係者 

参加者数 70 人程度 

（３）総合型地域スポーツクラブ・クラブマネジャー養成講習会の開催 

県下各地域において総合型クラブの中心的存在として運営を行うクラブマネ

ジャーを養成するため、養成講習会を開催する。 

開催時期 12 月（年１回） 

開催場所 県総合運動公園 会議室 

対  象 総合型クラブ関係者、一般、学生 

参加者数 30 人程度 

 

４ 誰もが楽しめるスポーツイベント～えがおスポーツデー～（総合型地域スポー

ツクラブフェスタ）開催事業 

   県民が気軽に参加でき、家族で楽しめるファミリースポーツイベントとして開

催し、参加者に県内の総合型クラブの活動内容を周知する。     

       開催時期   ９月（年１回） 

       開催場所   県総合運動公園 

       開催予定種目 ニュースポーツ、障がい者スポーツ、体力測定等 

       対  象   一般県民（小・中学生、高校生、大学生、一般、高齢者） 

       参加者数   500 人程度 

       その他    運動公園事業、普及事業等との共催事業として実施す

る。 

 



(単位：千円）

収益事業等会計

収益事業

運動公園事業
運動公園

管理運営事業
武道館事業

武道館
管理運営事業

小計
スポーツ活動
普及事業

えひめ広域
スポーツ

センター事業
小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用収入 0 0 0 0 0 2,776 0 2,776 2,776 0 2,776 5,552

基本財産利息収入 0 0 0 0 0 2,776 0 2,776 2,776 0 2,776 5,552

特定資産利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

退職手当積立金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

スポーツ活動普及事業収入 0 0 0 0 0 1,380 0 1,380 1,380 0 0 1,380

指導員派遣事業収入 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 300

スポーツイベント誘致促進事業委託金収入 0 0 0 0 0 1,080 0 1,080 1,080 0 0 1,080

運動公園事業収入 10,860 0 0 0 10,860 0 0 0 10,860 0 0 10,860

スポーツ教室参加料収入 10,315 0 0 0 10,315 0 0 0 10,315 0 0 10,315

スポーツ教室託児料収入 123 0 0 0 123 0 0 0 123 0 0 123

スポーツ大会参加料収入 422 0 0 0 422 0 0 0 422 0 0 422

武道館事業収入 0 0 5,543 0 5,543 0 0 0 5,543 0 0 5,543

スポーツ教室参加料収入 0 0 5,105 0 5,105 0 0 0 5,105 0 0 5,105

スポーツ教室託児料収入 0 0 68 0 68 0 0 0 68 0 0 68

スポーツ大会参加料収入 0 0 370 0 370 0 0 0 370 0 0 370

広域スポーツセンター事業収入 0 0 0 0 0 0 1,155 1,155 1,155 0 0 1,155

広域スポーツセンター事業委託金収入 0 0 0 0 0 0 1,100 1,100 1,100 0 0 1,100

講習会参加料収入 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 55

スポーツ体験等参加料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運動公園管理運営事業収入 0 234,389 0 0 234,389 0 0 0 234,389 0 0 234,389

管理運営委託金収入 0 191,502 0 0 191,502 0 0 0 191,502 0 0 191,502

施設利用料収入 0 42,887 0 0 42,887 0 0 0 42,887 0 0 42,887

運動公園レストハウス事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,644 0 1,644

運動公園レストハウス使用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,644 0 1,644

武道館管理運営事業収入 0 0 0 177,000 177,000 0 0 0 177,000 31,900 0 208,900

管理運営委託金収入 0 0 0 147,590 147,590 0 0 0 147,590 0 0 147,590

施設利用料収入 0 0 0 29,410 29,410 0 0 0 29,410 31,900 0 61,310

日本武道館補助金収入 0 0 1,800 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 1,800

日本武道館補助金収入 0 0 1,800 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 1,800

普通預金受取利息収入 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 3

普通預金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

運動公園普通預金利息収入 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

武道館普通預金利息収入 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

定期預金受取利息収入 0 5 0 700 705 0 0 0 705 0 21 726

定期預金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21

運動公園定期預金利息収入 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5

武道館定期預金利息収入 0 0 0 700 700 0 0 0 700 0 0 700

自動販売機設置収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,748 0 12,748

運動公園自販機収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,022 0 9,022

武道館自販機収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,726 0 3,726

広告事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 204

運動公園広告収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

武道館広告収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104

雑収入 0 1,132 0 85 1,217 0 0 0 1,217 0 11 1,228

雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

運動公園雑収入 0 1,132 0 0 1,132 0 0 0 1,132 0 0 1,132

武道館雑収入 0 0 0 85 85 0 0 0 85 0 0 85

経常収益計 10,860 235,527 7,343 177,786 431,516 4,156 1,155 5,311 436,827 46,496 2,819 0 486,142

（２）経常費用
事業費 10,081 244,985 7,065 196,181 458,312 4,445 8,187 12,632 470,944 12,107 483,051

給料・職員手当 1,592 51,051 0 47,879 100,522 0 2,587 2,587 103,109 4,399 107,508

退職給付費用 0 3,624 0 3,221 6,845 0 0 0 6,845 55 6,900

臨時雇賃金 0 18,090 0 16,140 34,230 839 0 839 35,069 1,691 36,760

法定福利費 1,862 9,554 0 9,276 20,692 0 2,314 2,314 23,006 825 23,831

福利厚生費 38 116 0 145 299 0 45 45 344 15 359

旅費交通費 105 328 52 805 1,290 276 772 1,048 2,338 0 2,338

通信運搬費 44 680 93 694 1,511 33 141 174 1,685 0 1,685

消耗品費 675 3,065 1,385 3,630 8,755 284 295 579 9,334 0 9,334

原材料費 0 6,490 0 0 6,490 0 0 0 6,490 0 6,490

修繕費 20 3,937 72 7,700 11,729 0 0 0 11,729 0 11,729

印刷製本費 429 50 286 231 996 61 413 474 1,470 0 1,470

燃料費 0 634 40 8,800 9,474 66 0 66 9,540 663 10,203

光熱水費 0 38,940 0 25,207 64,147 0 0 0 64,147 1,062 65,209

賃借料 44 1,603 83 5,059 6,789 27 264 291 7,080 1,722 8,802

保険料 37 420 82 514 1,053 274 0 274 1,327 0 1,327

諸謝金 4,249 40 2,415 220 6,924 34 615 649 7,573 0 7,573

租税公課 391 8,563 265 6,475 15,694 185 42 227 15,921 1,675 17,596

負担金 28 44 1,800 80 1,952 0 33 33 1,985 0 1,985

補助金 0 0 0 0 0 1,750 0 1,750 1,750 0 1,750

委託費 523 97,535 463 59,962 158,483 583 633 1,216 159,699 0 159,699

手数料 44 152 29 143 368 33 33 66 434 0 434

減価償却費 0 69 0 0 69 0 0 0 69 0 69

管理費 2,977 2,977

給料・職員手当 1,225 1,225

退職給付費用 172 172

臨時雇賃金 116 116

法定福利費 206 206

福利厚生費 3 3

旅費交通費 135 135

通信運搬費 66 66

消耗品費 110 110

修繕費 0 0

印刷製本費 22 22

燃料費 0 0

光熱水費 266 266

賃借料 0 0

保険料 0 0

租税公課 0 0

負担金 70 70

委託費 275 275

手数料 289 289

交際費 22 22

経常費用計 10,081 244,985 7,065 196,181 458,312 4,445 8,187 12,632 470,944 12,107 2,977 0 486,028

当期収支差額 779 △ 9,458 278 △ 18,395 △ 26,796 △ 289 △ 7,032 △ 7,321 △ 34,117 34,389 △ 158 0 114

0 0 0 0

基本財産評価損益等 0 0 0 0

特定資産評価損益等 0 0 0 0

0 0 0 0

評価損益等計 0 0 0 0

当期経常増減額 779 △ 9,458 278 △ 18,395 △ 26,796 △ 289 △ 7,032 △ 7,321 △ 34,117 34,389 △ 158 0 114

２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用
0 0 0 0

法人税等 0 0 0 82 0 82
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 82 0 0 △ 82
他会計振替額 34,048 △ 34,307 259 0 0

779 △ 9,458 278 △ 18,395 △ 26,796 △ 289 △ 7,032 △ 7,321 △ 69 0 101 0 32
一般正味財産期首残高 206,910 13,320 35,583 255,813
一般正味財産期末残高 206,841 13,320 35,684 255,845

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0
指定正味財産期首残高 375,102 375,102 750,204
指定正味財産期末残高 375,102 375,102 750,204

Ⅲ 正味財産期末残高　 581,943 13,320 410,786 1,006,049

令和3年度 正味財産増減予算書

当期一般正味財産増減額

施設管理事業

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

内部取引控除 合計

スポーツ振興事業

法人会計科     目

公益目的事業会計

スポーツ活動普及事業

合計

評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等

体育施設運営事業

経常外費用（過年度法人税等）

1
8



（公益目的事業会計）
R3 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用収入 2,776 2,790 △ 14
基本財産利息収入 2,776 2,790 △ 14

特定資産利息収入 0 0 0
退職手当積立金利息収入 0 0 0

スポーツ活動普及事業収入 1,380 1,380 0
指導員派遣事業収入 300 300 0
スポーツイベント誘致促進事業委託金収入 1,080 1,080 0

運動公園事業収入 10,860 12,138 △ 1,278
スポーツ教室参加料収入 10,315 11,556 △ 1,241
スポーツ教室託児料収入 123 135 △ 12
スポーツ大会参加料収入 422 447 △ 25

武道館事業収入 5,543 5,595 △ 52
スポーツ教室参加料収入 5,105 5,105 0
スポーツ教室託児料収入 68 120 △ 52
スポーツ大会参加料収入 370 370 0

広域スポーツセンター事業収入 1,155 1,205 △ 50
広域スポーツセンター事業委託金収入 1,100 1,100 0
講習会参加料収入 55 55 0
スポーツ体験等参加料収入 0 50 △ 50

運動公園管理運営事業収入 234,389 236,481 △ 2,092
管理運営委託金収入 191,502 193,044 △ 1,542
施設利用料収入 42,887 43,437 △ 550

武道館管理運営事業収入 177,000 178,525 △ 1,525
管理運営委託金収入 147,590 148,826 △ 1,236
施設利用料収入 29,410 29,699 △ 289

日本武道館補助金収入 1,800 2,400 △ 600
日本武道館補助金収入 1,800 2,400 △ 600

普通預金受取利息収入 2 2 0
運動公園普通預金利息収入 1 1 0
武道館普通預金利息収入 1 1 0

定期預金受取利息収入 705 705 0
運動公園定期預金利息収入 5 5 0
武道館定期預金利息収入 700 700 0

雑収入 1,217 1,259 △ 42
運動公園雑収入 1,132 1,174 △ 42
武道館雑収入 85 85 0

経常収益計 436,827 442,480 △ 5,653
（２）経常費用

給料・職員手当 103,109 105,248 △ 2,139
退職給付費用 6,845 8,229 △ 1,384
臨時雇賃金 35,069 37,910 △ 2,841
法定福利費 23,006 24,445 △ 1,439
福利厚生費 344 345 △ 1
旅費交通費 2,338 2,554 △ 216
通信運搬費 1,685 1,558 127
消耗品費 9,334 7,372 1,962
原材料費 6,490 6,490 0
修繕費 11,729 7,814 3,915
印刷製本費 1,470 1,484 △ 14
燃料費 9,540 9,710 △ 170
光熱水費 64,147 64,084 63

令和3年度正味財産増減予算書(別表)

(単位：千円）
科     目

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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賃借料 7,080 7,292 △ 212
保険料 1,327 1,360 △ 33
諸謝金 7,573 8,028 △ 455
租税公課 15,921 16,824 △ 903
負担金 1,985 2,585 △ 600
補助金 1,750 1,750 0
委託費 159,699 156,631 3,068
手数料 434 425 9
減価償却費 69 93 △ 24

経常費用計 470,944 472,231 △ 1,287
当期収支差額 △ 34,117 △ 29,751 △ 4,366

（収益事業等会計）
R3 前年度 増　減

（１）経常収益
運動公園レストハウス事業収入 1,644 1,614 30
運動公園レストハウス使用料収入 1,644 1,614 30

武道館管理運営事業収入 31,900 26,900 5,000
施設利用料収入 31,900 26,900 5,000

自動販売機設置収入 12,748 13,338 △ 590
運動公園自販機収入 9,022 9,356 △ 334
武道館自販機収入 3,726 3,982 △ 256

広告事業収入 204 228 △ 24
運動公園広告収入 100 124 △ 24
武道館広告収入 104 104 0

経常収益計 46,496 42,080 4,416
（２）経常費用

給料・職員手当 4,399 4,515 △ 116
退職給付費用 55 57 △ 2
臨時雇賃金 1,691 1,618 73
法定福利費 825 836 △ 11
福利厚生費 15 13 2
旅費交通費 0 0 0
通信運搬費 0 0 0
消耗品費 0 0 0
修繕費 0 0 0
印刷製本費 0 0 0
燃料費 663 666 △ 3
光熱水費 1,062 1,071 △ 9
賃借料 1,722 1,693 29
保険料 0 0 0
租税公課 1,675 1,581 94
委託費 0 0 0
手数料 0 0 0

経常費用計 12,107 12,050 57
当期収支差額 34,389 30,030 4,359

（法人会計）
R3 前年度 増　減

（１）経常収益
基本財産運用収入 2,776 2,791 △ 15
基本財産利息収入 2,776 2,791 △ 15

特定資産利息収入 10 17 △ 7
退職手当積立金利息収入 10 17 △ 7

普通預金受取利息収入 1 1 0
普通預金利息収入 1 1 0

定期預金受取利息収入 21 24 △ 3
定期預金利息収入 21 24 △ 3

(単位：千円）
科     目

(単位：千円）
科     目
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雑収入 11 11 0
雑収入 11 11 0

経常収益計 2,819 2,844 △ 25
（２）経常費用

給料・職員手当 1,225 1,238 △ 13
退職給付費用 172 179 △ 7
臨時雇賃金 116 111 5
法定福利費 206 209 △ 3
福利厚生費 3 2 1
旅費交通費 135 135 0
通信運搬費 66 66 0
消耗品費 110 110 0
印刷製本費 22 22 0
燃料費 0 0 0
光熱水費 266 268 △ 2
賃借料 0 0 0
租税公課 0 0 0
負担金 70 70 0
委託費 275 275 0
手数料 289 289 0
交際費 22 22 0
減価償却費 0 0 0

経常費用計 2,977 2,996 △ 19
当期収支差額 △ 158 △ 152 △ 6

(総括)
当期収支差額 114 127 △ 13

0 0 0
基本財産評価損益等 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0

0 0 0
評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 114 127 △ 13
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0
（２）経常外費用

0 0 0
法人税等 82 89 △ 7

経常外費用計 82 89 △ 7
当期経常外増減額 △ 82 △ 89 7
他会計振替額 0 0 0

32 38 △ 6
一般正味財産期首残高 255,813 255,775 38
一般正味財産期末残高 255,845 255,813 32

Ⅱ 指定正味財産増減の部 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 750,204 750,204 0
指定正味財産期末残高 750,204 750,204 0

Ⅲ 正味財産期末残高　 1,006,049 1,006,017 32

（１）資金調達の見込みについて

（２）設備投資の見込みについて

資金調達及び設備投資の見込みについて

設備投資の予定なし

当期中に借入れによる資金調達の予定なし

当期一般正味財産増減額

評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等

経常外費用（過年度法人税等）
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